
令和７年度「山陰・瀬戸内・四国ドライブキャンペーン」

認知拡大業務企画提案募集要項

１ 趣旨

山陰・瀬戸内・四国地域の自治体（兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、

徳島県、香川県、愛媛県、高知県）及び観光団体（中国地域観光推進協議会、一般社団法

人山陰インバウンド機構、一般社団法人せとうち観光推進機構、一般社団法人四国ツーリ

ズム創造機構）においては、当該地域における外国人旅行者のドライブ旅行を推進するた

め、平成２９年３月２５日から「山陰・瀬戸内・四国ドライブキャンペーン」を展開して

います。

当該業務においては、SNS等を活用し、当該地域のドライブ旅行に適した観光情報を発

信するとともに、「山陰・瀬戸内・四国エクスプレスウェイパス」の利用促進を図ること

により、海外における当該地域の認知度向上及びさらなる周遊の促進に繋げることを目的

に、広く当該業務実施に係る企画・提案を募集し、委託候補者を選定するものです。

２ 企画提案の募集から契約までの手順

一定の資格要件に該当する事業者から、公募により委託業務に関する企画提案を受け、

「山陰・瀬戸内・四国ドライブキャンペーン」推進協議会（以下、協議会）が別に設置す

る選定委員会において内容審査を行った上で、総合的に最も優れた内容であると認められ

た者と契約を締結します。

なお、契約については、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするものではなく、

最優秀提案者と提案内容に沿って契約内容について協議・調整を行った上で、協議会と提

案者の双方が合意するに至った場合に契約を締結します。その際、協議等の結果に基づき、

企画提案内容の一部が変更となる場合があります。

３ 業務の内容

（１）委託契約期間

契約締結の日から令和８年３月３１日（火）まで

（２）委託業務内容

別添｢令和７年度「山陰・瀬戸内・四国ドライブキャンペーン」認知拡大業務仕様書」

のとおり

（３）委託金額の上限

３，９００千円（消費税及び地方消費税を含む。）

４ 連絡先

〒７７０－８５７０ 徳島県徳島市万代町１丁目１番地

（徳島県観光誘客課誘客担当内）

「山陰・瀬戸内・四国ドライブキャンペーン」推進協議会事務局 大上

電話番号 ０８８－６２１－２３３５

Ｅ-ｍａｉｌ kankouyuukyakuka@pref.tokushima.lg.jp



５ 企画提案の参加資格

本業務委託の実施に必要な能力を有し、次に掲げる全ての要件を満たしている法人とし

ます。

（１）日本国内に法人格を有する団体であり、協議会との緊密な連携体制が確保できる団体

等であること。

（２）提案事項を十分理解し、適正に遂行できる能力を有する者。

（３）本業務と同種又は類似の観光関連業務に関する実績を有すること。

（４）企画提案書の受付期間中において、会社更生法に基づく更正手続き開始の申し立て、

民事再生法に基づく民事再生手続き開始の申し立て、及び破産法に基づく破産手続き開

始の申し立てがなされていないこと。

（５）雇用保険の適用事業所であり、労働保険料を滞納していないこと。

（６）補助金等に係る審査等（書類等の整備・保管、書類の提出や実地検査の受入れ）に協

力すること。

（７）厚生労働省所管の雇用関係助成金について、不正受給処分を受けていないこと、又は

不正受給処分がなされてから３年以上経過していること。

（８）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）に該当すると認められる者又は暴力団及び暴力

団員と密接な関係を有する者と認められる者でないこと。

（９）労働関係法令の違反を行っていないこと。

６ 募集要項の配布

当該募集要項は、徳島県のホームページからダウンロードして入手できます。

７ 企画提案の参加手続き等

業務委託事業者の選定に参加を希望する者は、次のとおり必要書類を提出してください。

（１）提出書類

参加申込書（様式１）１部

（２）受付期間

令和７年１２月１日（月）から１２月５日（金）正午までとします。

（３）受付方法

電子メールにより、「４ 連絡先」宛てに参加申込書（様式１）を提出してください。

８ 質問の受付

募集内容に関する質問を次のとおり受付します。

（１）受付期間

令和７年１２月１日（月）から１２月５日（金）正午までとします。

（２）受付方法

電子メールにより、「４ 連絡先」宛てに質問票（様式２）を提出してください。

（３）回答方法

参加申込書を受付期間内に御提出いただいた全ての者に対し、電子メールにより回答

を送付します。



９ 企画提案書の提出

（１）提出物及び提出部数

提出物 部数

ア 企画提案書(送付文) １ ・「様式３」により提出すること。

イ 添付資料 １ ・会社概要が分かる書類（パンフレット等）

・法人の場合は登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、

・事業所の本社及び営業所等の所在地の都道府県

税に未納がない旨の証明書

※コピー可。企画提案の到着日時点で発行から３

か月以内のものを提出すること。

ウ 企画提案書 １ ・Ａ４版とすること（任意様式）。

（記載内容）

・業務に係る実施方針、スケジュール及び具体的

な企画提案、達成目標

・当該業務の実施体制

エ 参考見積書 １ ・積算内訳を記入すること。

・消費税、人件費、物品費等、事業にかかるすべ

ての費用を含むこと。

オ 参考資料 １ ・他団体との間での類似事業実績を示す資料

上記の提出物ア～オの原本（事業者名記載可）１部は、郵送又は持参により提出すること。

提出物ウ～オについては審査に用いるため、事業者名を記載せず、電子データによっても

提出すること。なお、各書類についてはPDFファイルとすること。

（２）提出期限

令和７年１２月１７日（水）正午必着（日本標準時刻）

（３) 提出方法

原則、郵送又は持参、電子メールにより、「４ 連絡先」へ提出してください。なお、

郵送の場合は、書留又は簡易書留により送付してください。

（４）留意事項

① 企画提案書提出後の再提出及び差し替えは、原則として認めません。ただし、書

類の不足・不備の補完、内容不明点の確認のほか、必要に応じ、追加資料の提出を

お願いする場合があります。

② 提出された企画提案書は、理由の如何を問わず返却しません。

③ 書類等の作成に用いる用語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の計量法（平

成４年法律第５１号）に定める単位に限ります。

１０ 選定方法

（１）提出された企画提案書については、発注者が別に設置する選定委員会において、別紙

「評価基準」に基づき審査を行い、委託候補者を選定します。また、参加者が１者だっ

た場合は、選定委員会において採点した上で、総採点数の６０％以上を満たした場合に、

委託候補者として選定する。

（２）審査に当たっては、提出された企画提案書等の書類審査により行います。

（３）次のいずれかに該当するときは、選定の対象から除外します。



① 上限額を超える金額での企画提案書の提出があったとき。

② 企画提案書の提出後に参加資格を満たさないことが判明したとき。

③ その他、委託先とすることが著しく不適当と認められる事実が判明したとき。

１１ 審査結果

審査の結果については、すべての提案者に書面で通知します。

１２ 契約の方法

（１）委託契約に当たっては、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするものではな

く、委託先候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行った上で、協

議会と提案者の双方が合意に至った場合に契約を締結します。その際、協議等の結果に

基づき、企画提案内容の一部を変更する場合があります。

（２）別添「仕様書」は、当該業務の最低水準を示すものです。したがって、委託候補者の

企画提案内容によっては、締結する契約書に添付する仕様書には、県と提案者との協議

等の結果に基づき、業務の内容が追加され、又は修正される場合があります。

（３）委託先候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかったとき

は、その選定を取り消すとともに、選定委員会において次点となった者を委託候補者と

し、契約内容についての協議等を行った上で、契約を締結するものとします。

（４）委託候補者との契約の締結は、令和８年１月初旬の予定です。

１３ その他

（１）この企画提案書の作成及び提出に要する経費は、すべて参加者の負担とします。

（２）提出された書類は、選定作業のため必要最小限の範囲で複写することがあります。


